
 

 

東北森林管理局「緑の守り手認定事業者」の認定結果について 

 

 

令和８年３月 24 日 

東 北 森 林 管 理 局   

 

 

東北森林管理局では、管内の山林で継続的に活動する森林土木事業に従事していた

だいている事業者を「緑の守り手認定事業者」として認定することとしましたので、

下記のとおり公表します。 

 

森林土木事業者は、単に治山・林道施設の整備や維持管理の担い手であるだけでは

なく、平常時には地域のボランティア活動を行ったり、災害時には最前線で地域社会

の安全・安心の確保を担ったりするなど地域を支える担い手のひとりとしてなくては

ならない重要なパートナーです。 

一方で、活動する現場の多くが山間奥地のため、その活動内容については広く地域

住民等に認知されているとは言い難いところがありました。 

このため、これまで地域で果たしてきた様々な役割・貢献について「見える化」す

るとともに、地域住民等に対する認知度を向上させることを目的に、過去の取組実績

をもとに「緑の守り手認定事業者」として認定したものです。 

 

記 

 

１.令和７年度緑の守り手認定事業者 

 別紙 緑の守り手認定事業者一覧表のとおり 

 

２.認定期間 

 令和８年４月１日～令和 10 年３月 31 日まで 

 

３.お問い合わせ先 

東北森林管理局森林整備課 

 〒010-8550 秋田県秋田市中通５丁目９番 16 号 

 電話：018-836-2162 

 Mall：t_seibi@maff.go.jp 

 

 








